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要旨 

I はじめに 

全体の 35％を占める消防機関に属さない救急救命士の中には、その資格を十分に活かすこと

ができず、それらの者の知識や技能が有効に活用されていない状況がある。一方で、わが国では

高齢化社会の進展に伴って救急医療の需要が増大しており、その担い手となる医療スタッフの不

足が指摘されている。このような状況を踏まえて、救急救命士資格の養成と採用の現状を改めて

整理し、消防機関に属さない救急救命士の活用、活躍の方策について述べる。 

 

II 救急救命士法の状況 

救急救命士の業務は、その対象は重度傷病者（対象の制限）に限られ、その場所は現場とその

搬送途上に限られ（場所の制限） 、それは医師の指示の下に実施する必要があると考えられ

る。 

 

III 救急救命士の養成と採用の現状 

救急救命士の養成には、主に２つの過程がある。消防職員として救急業務を一定期間経験した

後に救急救命士養成所での短期教育を修了し、国家試験に合格することで資格を得る過程①と、

専門学校や大学で比較的長期の教育を修了し、国家試験に合格することで資格を得る過程②であ

る。救急救命士の資格取得後の状況は、上記の資格の過程①と過程②で大きく異なる。 

 

IV 消防機関以外の救急救命士の知識や技能の活用 

消防機関以外の救急救命士の知識や技能の活用のための対策には、搬送途上とそれ以外があ

る。医療機関においても、医療機関から外に出向いた際には、その業務が可能であり、直接的で

なくても救急医療に関する知識や技能を医療機関内において活用できる場面も多々ある。ただ

し、長期的視点から生涯の仕事としての発展や個人のキャリアアップを考えたとき、救急救命士

の資格を持つ者の活用、活躍の場として現状の医療機関は十分とはいえない。救急救命士の資格

を持つ者はより短期間に看護師等の国家試験の受験資格を得られる可能性がある。それによって

受験資格を得て国家試験に合格すれば、救急救命士の資格をもつ看護師等として医療機関内外で

業務が可能となる。現実的な対策として検討に値すると考える。 

 

V おわりに 

消防機関以外の救急救命士が幅広く活用、活躍される社会が実現することを期待する。 
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I. はじめに 

救急救命士は、病院に到着するまでの救急医

療（病院前救急医療）の担い手として平成３年

の救急救命士法とともに誕生した。以降、徐々

に資格取得者が増加し平成 26 年までに 47,816

名の登録がなされるにいたった。 

救急医療の発展とともに、救急救命士は病院

前救急医療の充実に大きな役割を果たしてきた

が、救急救命士が業として救急救命処置を行う

ことができるのは救急救命士法の規定により原

則として救急用自動車の中とされている。その

ため、全体の 35％を占める消防機関に属さない

救急救命士の中には、その資格を十分に活かせ

ない者も多く、それらの者の知識や技能が有効

に活用されていない状況がある。一方で、わが

国では高齢化社会の進展に伴って救急医療の需

要が増大しており、その担い手となる医療スタ

ッフの不足が指摘されている。 

このような状況を踏まえ、本報告書では救急

救命士資格の養成と採用の現状を改めて整理し、

消防機関に属さない救急救命士の活用、活躍の

方策について述べる。 

II. 救急救命士法の状況 

救急救命士は、比較的新しく創設された医療

資格である。そのため看護師等と同様に医師の

指示の下に業務を行う医療職種であるものの、

他の資格との業務の切り分けなどの観点から他

にはみられないいくつかの業務上の制限がある。 
救急救命士法第２条では、救急救命士を医師

の指示の下に救急救命処置を行うことを業とす

る者とし、その救急救命処置は、重度傷病者に

対して搬送途上に実施すると定義している。ま

た、同法第 44 条は、現場から搬送途上以外の場

所での業務を制限している。 

以上より、救急救命士の業務については、そ

の対象は重度傷病者に限られ（対象の制限）、そ

の場所は現場とその搬送途上に限られ（場所の

制限）i、それは医師の指示の下に実施する必要

があると考えられている。 

 

III. 救急救命士の養成と採用の現状 

救急救命士の養成から採用などの現状の概要

を図１「救急救命士資格の取得と採用の現状」

にまとめた。 

 救急救命士養成の現状 
救急救命士の養成には、主に２つの過程があ

○第二条 
この法律で「救急救命処置」とは、その

症状が著しく悪化するおそれがあり、又は

その生命が危険な状態にある傷病者（以下

この項及び第四十四条第二項において「重

度傷病者」という。）が病院又は診療所に搬

送されるまでの間に、当該重度傷病者に対

して行われる気道の確保、心拍の回復その

他の処置であって、当該重度傷病者の症状

の著しい悪化を防止し、又はその生命の危

険を回避するために緊急に必要なものをい

う。 
２ この法律で「救急救命士」とは、厚生

労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名

称を用いて、医師の指示の下に、救急救命

処置を行うことを業とする者をいう。 
 
○第四十四条 

救急救命士は、医師の具体的な指示を受

けなければ、厚生労働省令で定める救急救

命処置を行ってはならない。 
２ 救急救命士は、救急用自動車その他の

重度傷病者を搬送するためのものであって

厚生労働省令で定めるもの（以下この項及

び第五十三条第二号において「救急用自動

車等」という。）以外の場所においてその業

務を行ってはならない。ただし、病院又は

診療所への搬送のため重度傷病者を救急用

自動車等に乗せるまでの間において救急救

命処置を行うことが必要と認められる場合

は、この限りでない。 
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る。消防職員として救急業務を一定期間経験し

た後に救急救命士養成所での短期教育を修了

し、国家試験に合格することで資格を得る過程

①と、専門学校や大学で比較的長期の教育を修

了し、国家試験に合格することで資格を得る過

程②である。過程①は救急救命士法第 34 条第

４号に、過程②は同法第 34 条第１号と３号に

基づくものである。 
その詳細を次に示す。 

1. 過程①（救急救命士法第 34 条第４号） 

この過程で救急救命士国家試験に合格した者

は、平成 25 年で 1,100 名であり、全体の 49％
を占めるii。 

 

 地方公務員の消防職員として採用され

る。近年、採用試験の倍率は高く、例え

ば東京消防庁の平成 27年度では 14.5 倍

と公表iiiされている。 

 初任消防職員に対する半年間（800 時

間）の消防学校での教育に加えて、救急

業務を行うための 250 時間以上の研修

（救急標準過程）を修了する。（平成十五

年十一月十九日消防庁告示第三号） 

 救急隊として実際に 2000 時間ないし５年

の救急業務に従事する。（救急救命士法施

行規則第 15 条） 

 救急救命士養成所で６ヶ月以上の教育を

修了する。 

 厚生労働省が実施する救急救命士国家試

験に合格し、厚生労働大臣の免許を受け

る。 

2. 過程②（救急救命士法第 34 条第１号と３

号） 

この過程で救急救命士国家試験に合格した者

は、平成 25 年で 1,105 名であり、全体の 49%
を占めるiv。 

 

 大学・専門学校等で２－４年間の教育を

修了する。 

 厚生労働省が実施する救急救命士国家試

験に合格し、厚生労働大臣の免許を受け

る。 

 資格取得後の現状 
救急救命士の資格取得後の状況は、上記の資

格の過程①と過程②で大きく異なる。 

1. 過程①（救急救命士法第 34 条第４号） 

資格取得者は、すでに地方公務員の消防職員

として採用されている。そのため合格後は消防

職員の救急救命士として救急業務に戻り、修得

した救急救命処置を業務の中で実践する。 

2. 過程②（救急救命士法第 34 条第１号と３

号） 

前述のとおり救急救命士法による場所と対象

の制限により、救急救命士の資格を有効に活用

できる職場は多くはない。最も多くの救急救命

士の資格者を受け入れるのが消防機関である。

消防機関への就職を希望する者は、救急救命士

の国家試験の前後に、消防職員（地方公務員）の

募集に応募する。それに採用されれば、救急業

務に就き、救急救命処置を業務の中で実践でき

る。過程②を経て救急救命士国家試験に合格し

た 1,105 名のうち、778 名程度（70％）が消防

職員に採用されている（平成 25 年度）。 
なお、その競争率は 1.4 倍（すべての救急救

命士国家試験合格者が消防職員を希望したと仮

定した場合）であり、過程①での消防職員の採

用の合格率 14.5 倍（東京消防庁）と比べれば大

幅に低い。 
消防職員を望まなかった、あるいは採用されな

かった救急救命士の資格取得者の就職先として

多いのは、病院やクリニックなどの医療機関、

もしくは警察、自衛隊を中心とした「公務員」

であるvvi。これらに「介護、養護施設」などが
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続いている。しかし、これらの職場は、救急救

命士法の制限などによって必ずしも救急救命士

としての資格を十分に活かすことができない状

況である。 

IV. 消防機関以外の救急救命士の知識や技

能の活用 

前述のとおり、消防機関以外の救急救命士は

その資格を十分に活かすことができず、わが国

の大きな損失であるとの指摘viiviiiがある。救急救

命士に限らず、わが国には多くの国家資格が存

在し、それらの資格の全てが必ずしも有効に活

用されているわけではない（下記「潜在的看護

師」参照）ものの、救急救命士の救急医療に関す

る知識や技能が活用されないよりは活用される

社会が望ましい。昨今の医療、特に救急医療で

の人手不足が指摘される状況を考えればなおさ

らである。 
消防機関以外において、救急救命士が活躍し、

その知識や技能を有効に活用できる場や活用す

るための方法としては、次のようなものが挙げ

られる（図２）。 
 

 

 搬送途上での活用、活躍 

1. ドクターカー等での業務 

救急救命士の業務には場所と対象の制限があ

る中で、重度傷病者を対象とし、搬送途上の医

療を担うドクターカー等での業務は、救急救命

士がその資格を活用するに適する。ドクターカ

ー等において救急救命士は、看護師と同様に、

臨場する医師の診療の補助業務が可能であるix。

近年、ドクターヘリの運行地域は全国的に拡大

しており、またドクターカーについても拡がっ

ていると想定される。今後の救急救命士の活動

の場、就業の場として一層期待できる。 

2. 病院間搬送、民間患者搬送 

消防機関による救急搬送件数は年々増加して

いる。一方、地方財政の悪化などを背景に救急

搬送件数の増加に見合った救急車、救急隊の増

強は困難な状況である。そのため病態が安定し

ている患者の自宅等から病院への搬送や、病院

から病院への転院搬送などについては、消防機

関の救急車ではなく、民間搬送業者の車両の活

用が各地で求められている。この搬送業務で、

救急救命士の活用、活躍が期待されている。 
この場合、病態の安定した患者が対象であり、

そのような患者に、救急救命のための処置の専

門家が対応することのミスマッチはあるものの、

搬送中に患者が急変した場合などでは、救急救

命士の資格取得者がその知識や技能を有効に活

用できる。救急救命処置を行う対象が重度傷病

者に限られている救急救命士法の規定が修正さ

れれば、安定した患者に対しても救急救命士は

医師の指示の下により多くの役割を果たすこと

が可能となる。 

3. 救急隊が到着するまでの対応 

上記以外にも、現場から搬送途上での救急救

命士の活用、活動の場として様々な検討がある。

例えば、救急車が現場に到着してから傷病者に

接触するまでにかなりの時間を要する大規模施

設での場面や、今後増加が予測される在宅療養

等の場面での救急救命士の活用、活躍について

の議論が消防庁において進められているx。これ

れは、今後の救急救命士の活用、活躍の場とし

て大きな可能性がある。それには、前項と同様

に、救急救命処置を行う対象が重度傷病者に限

られている救急救命士法の規定を修正すれば、

救急救命士は医師の指示の下により多くの役割

を果たすことが可能となる。 

○潜在的看護師 
 看護師についても、看護師資格を持ちなが

ら就業してない潜在看護職員の有効活用につ

いての議論がある。看護師資格者の就業者数

は約 150 万人と報告されているが、看護職

員不足と指摘される中、潜在看護職員は約

71 万人に上るとされている。 
（平成 25 年 厚生労働省 第 33 回社会保障審議会医

療部会 資料「看護職員確保対策について」） 
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